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「
歴
史
物
語
」
と
は
き
わ
め
て
暖
昧
な
用
語
で
あ
る
。
「
歴
史
物
語
と
は
何
か
」

「
歴
史
物
語
の
本
質
は
何
か
」
な
ど
の
問
い
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
定
説
は
な
い
。
歴

史
書
か
文
芸
か
と
い
う
根
本
的
な
課
題
も
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
歴
史
物
語
論
は
数

多
く
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
本
質
的
な
究
明
に
は
及
ん
で
い
な
い
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
少
し
詳
し
い
文
学
史
の
記
述
に
は
必
ず
取
上
げ
ら
れ
な
が
ら
、
「
歴
史

物
語
」
の
本
質
や
特
質
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
の
第
一
の
要
因
は
、
該
当
す
る
諸
作
晶
か
ら
共
通
項
を
抽
出
す
る
こ
と
を
通
じ
て

歴
史
物
語
全
体
の
性
質
を
帰
納
し
よ
う
と
す
る
方
法
自
本
に
存
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
際
に
検
討
を
加
え
ら
れ
る
作
晶
の
範
囲
が
確
定
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
栄
花
物
語
』
と
『
大
鏡
』
に
よ
っ
て
歴
史
物

語
の
属
性
を
考
え
る
場
合
と
、
『
水
鏡
』
や
『
増
鏡
』
を
も
加
え
て
平
均
値
を
求
め

る
場
合
と
で
は
、
か
な
り
事
情
を
異
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
歴
史
物
語
を
文

字
ど
お
り
「
歴
史
の
物
語
」
の
意
に
解
し
て
、
軍
記
物
や
史
論
書
な
ど
も
考
察
の
対

象
に
組
入
れ
る
と
し
た
ら
ま
っ
た
く
別
の
解
答
が
用
意
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
中
古

の
作
晶
を
中
心
に
歴
史
物
語
を
狭
義
に
捉
え
る
立
場
が
根
強
い
一
方
で
、
広
い
視
野

で
歴
史
書
的
性
格
の
も
の
を
可
能
な
限
り
加
え
る
必
要
性
が
、
特
に
中
世
の
歴
史
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

語
へ
の
関
心
に
か
か
わ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
混
沌
と
し
た
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
の
は
、

ま
ず
狭
義
の
歴
史
物
語
で
あ
る
。
『
栄
花
物
語
』
や
四
鏡
を
中
心
と
す
る
狭
義
の
歴

史
物
語
作
晶
群
に
も
無
視
で
き
な
い
共
通
性
が
見
い
だ
せ
、
一
連
の
も
の
と
し
て
制

作
さ
れ
、
享
受
さ
れ
て
き
た
形
跡
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

軍
記
物
や
史
論
書
を
含
ま
な
い
「
歴
史
物
語
」
を
一
括
す
る
慣
行
が
文
学
史
的
に
有

効
で
あ
る
か
否
か
を
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
歴
史
物
語
の
範
囲
に
関
す
る
考
察
を
始
め

た
い
。

　
狭
義
の
歴
史
物
語
の
研
究
史
は
、
大
正
七
年
、
芳
賀
矢
一
に
よ
っ
て
先
鞭
が
つ
け

ら
れ
た
。

　
　
　
本
講
義
に
於
て
、
歴
史
物
語
と
称
す
る
の
は
、
平
安
時
代
に
発
生
し
た
仮
名

　
　
物
語
の
歴
史
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
栄
華
物
語
、
大
鏡
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の

　
　
大
鏡
の
体
裁
を
襲
う
た
水
鏡
、
増
鏡
、
今
鏡
等
に
就
い
て
い
ふ
の
で
あ
る
。
前

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
一
社
会
科
学
）

第
二
十
七
巻
　
二
五
頁
∫
三
四
頁

平
成
五
年
十
二
月
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の
三
書
を
三
鏡
と
い
ひ
、
そ
れ
に
今
鏡
を
交
へ
て
四
鏡
と
す
る
。
徳
川
時
代
に

　
　
な
り
、
荒
木
里
麗
女
の
池
の
藻
屑
、
月
の
ゆ
く
へ
も
そ
の
閾
け
た
所
を
補
っ
た

　
　
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
物
語
は
自
ら
同
一
系
統
に
属
す
る
も
の
で
、

　
　
国
文
で
記
し
た
歴
史
と
し
て
、
漢
文
の
歴
史
に
対
し
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ

　
　
（
2
）

　
　
る
。

　
こ
の
定
義
は
「
大
学
の
講
義
題
目
と
し
て
た
ま
た
ま
『
歴
史
物
語
』
と
言
う
表
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
も
と
に
作
晶
を
解
説
し
た
以
上
の
意
図
に
出
る
も
の
は
な
か
つ
た
」
と
い
う
便
宜

的
な
も
の
に
は
違
い
な
い
。
ま
た
、
歴
史
物
語
の
性
質
に
つ
い
て
も
、
「
仮
名
物
語

の
歴
史
」
「
国
文
で
記
し
た
歴
史
」
と
い
う
以
上
の
内
容
把
握
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
栄
花
物
語
』
と
四
鏡
を
一
括
し
て
歴
史
物
語
の
典
型
と
見
な
し

た
点
は
斬
新
で
、
そ
の
影
響
は
今
日
に
及
ん
で
い
る
、
そ
の
後
、
芳
賀
が
指
摘
し
た

七
作
晶
に
、
新
発
見
の
『
秋
津
島
物
語
』
が
沼
沢
龍
雄
ら
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

厳
密
な
意
味
で
の
歴
史
物
語
に
は
八
作
晶
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
『
栄
花

物
語
』
『
大
鏡
』
『
今
鏡
』
『
水
鏡
』
『
秋
津
島
物
語
』
『
増
鏡
』
『
池
の
藻
屑
』
『
月
の

行
方
』
の
八
作
晶
で
あ
る
。
明
治
以
降
さ
ま
ざ
ま
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
歴
史
物
語
」

　
　
　
　
（
5
）

と
い
う
術
語
は
、
こ
れ
以
降
は
狭
義
の
用
法
が
主
流
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
近
世
成
立
の
『
池
の
藻
屑
』
『
月
の
行
方
』
が
「
擬
歴
史
物
語
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
除
外
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
一
方
、
『
唐
鏡
』
『
六
代
勝
事
記
』
『
五
代
帝
王
物
語
』

な
ど
が
歴
史
物
語
と
扱
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
極
端
な
場
合
に
は
『
六
代
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

事
記
』
と
『
五
代
帝
王
物
語
』
が
「
歴
史
物
語
以
外
の
も
の
で
な
い
」
と
ま
で
言
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

れ
、
『
唐
鏡
』
も
「
『
栄
花
物
語
』
『
大
鏡
』
ら
と
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
」
と
明
言
さ
れ
て

い
る
。
「
歴
史
物
語
」
を
旧
来
ど
お
り
に
「
仮
名
文
の
国
史
」
「
雑
史
」
の
意
で
用
い

つ
つ
も
、
無
批
判
に
該
当
作
晶
を
『
栄
花
物
語
』
と
鏡
物
に
局
限
し
た
と
こ
ろ
に
矛

盾
が
あ
り
、
混
乱
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
大
勢
と
し
て
は
、
歴
史
物
語
の
性
質
を
究
明
す
る
際
に
は
、
今
な
お
、

前
掲
の
八
作
晶
だ
け
が
基
準
に
な
り
続
け
て
い
る
。
『
池
の
藻
屑
』
な
ど
が
除
か
れ

る
と
し
て
も
、
主
に
成
立
時
期
に
基
づ
く
処
置
で
あ
っ
て
、
作
晶
の
性
格
は
関
与
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
い
な
い
。
た
と
え
ば
石
川
徹
の
「
王
朝
風
の
物
語
文
体
を
用
ゐ
て
書
い
た
歴
史
」

と
い
う
理
解
や
、
益
田
宗
に
よ
る
「
平
安
時
代
の
諸
理
想
を
規
範
と
し
て
書
き
上
げ

　
　
　
　
（
1
0
）

ら
れ
た
も
の
」
と
の
把
握
は
、
最
も
積
極
的
に
歴
史
物
語
の
本
質
を
規
定
す
る
試
み

で
あ
ろ
う
が
、
八
作
晶
以
外
を
対
象
と
し
て
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
歴
史
物
語
を
統
括
す
る
根
拠
に
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る
継
承
性
（
取
上
げ

ら
れ
る
時
代
の
連
続
性
）
も
、
こ
の
範
囲
で
の
み
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

『
秋
津
島
物
語
』
1
『
水
鏡
』
－
『
大
鏡
』
1
『
今
鏡
』
1
『
月
の
行
方
』
1
『
増

鏡
』
1
『
池
の
藻
屑
』
と
連
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
代
か
ら
慶
長
八
（
ニ
ハ
〇
三
）

年
ま
で
の
日
本
通
史
が
完
成
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
限
っ
て
み

る
と
通
史
に
不
要
な
『
六
代
勝
事
記
』
『
五
代
帝
王
物
語
』
『
唐
鏡
』
な
ど
は
系
列
外

と
な
り
、
と
に
か
く
八
作
晶
が
確
定
す
る
か
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
立
場

に
立
つ
と
、
『
栄
花
物
語
』
ま
で
も
が
歴
史
物
語
の
一
群
か
ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
。

同
書
は
『
大
鏡
』
や
『
今
鏡
』
と
同
じ
期
間
を
対
象
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
『
六

代
勝
事
記
』
や
『
五
代
帝
王
物
語
』
と
同
様
に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
継
承
性
に
よ
る
八
作
晶
統
括
は
こ
の
点
で
不
適
切
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
歴
史
物
語
を
如
上
の
八
作
晶
と
す
る
通
説
の
淵
源
を
前
近
代
に
遡
っ
て
求

め
る
と
、
古
く
『
増
鏡
』
序
文
に
辿
り
着
く
。

　
　
　
い
さ
。
た
ゴ
お
ろ
く
見
及
び
し
物
ど
も
は
、
水
鏡
と
い
ふ
に
や
。
神
武
天

　
　
皇
の
御
代
よ
り
、
い
と
あ
ら
㌧
か
に
し
る
せ
り
。
か
の
次
に
は
、
大
鏡
、
文
徳

　
　
の
い
に
し
へ
よ
り
、
後
一
条
の
御
門
ま
で
侍
り
し
に
や
。
又
世
継
と
か
、
四
十

　
　
帖
の
草
子
に
て
、
延
喜
よ
り
堀
川
の
先
帝
ま
で
は
す
こ
し
細
や
か
な
め
る
。
又
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な
に
が
し
の
大
臣
の
書
き
給
へ
る
と
聞
き
侍
し
今
鏡
に
、
後
一
条
よ
り
高
倉
の

　
　
院
ま
で
あ
り
し
な
め
り
。
ま
こ
と
や
、
い
や
世
継
は
、
隆
信
朝
臣
の
、
後
鳥
羽

　
　
院
の
位
の
御
ほ
ど
ま
で
を
し
る
し
た
る
と
ぞ
見
え
侍
り
し
。
そ
の
後
の
事
な
ん
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

　
　
い
と
お
ぼ
つ
か
な
く
な
り
に
け
り
。
（
二
四
九
頁
）

　
こ
こ
に
は
、
『
水
鏡
』
1
『
大
鏡
』
1
『
今
鏡
』
1
『
弥
世
継
』
と
連
続
す
る
一

系
列
が
明
示
さ
れ
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
延
長
さ
せ
る
も
の
と
し
て
『
増
鏡
』
が
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
。
神
武
天
皇
か
ら
後
鳥
羽
帝
治
世
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
完
成
し

て
い
た
日
本
通
史
を
さ
ら
に
延
長
す
る
使
命
を
も
っ
て
『
増
鏡
』
は
著
作
さ
れ
た
と

2
旦
言
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の
系
列
に
対
し
て
独
立
す
る
『
栄
花
物
語
』
（
「
世
継
」
）

が
同
一
の
範
晴
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
六
作
晶
に
、
『
弥
世
継
』
が
散
侠
し
た
た
め
に
欠
如
し
た
期
間
を
補
う

『
月
の
行
方
』
、
『
増
鏡
』
以
降
を
書
き
継
ぐ
『
池
の
藻
屑
』
、
『
水
鏡
』
以
前
の
神
代

を
も
扱
う
『
秋
津
島
物
語
』
を
接
続
さ
せ
る
と
、
芳
賀
矢
一
以
来
の
通
説
的
歴
史
物

語
作
晶
群
と
同
じ
も
の
が
現
出
す
る
。
厳
密
な
意
味
で
の
歴
史
物
語
と
さ
れ
る
八
作

晶
の
選
択
は
、
『
増
鏡
』
作
者
の
認
識
に
も
等
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
八
作

晶
の
選
択
の
正
し
さ
を
傍
証
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
『
増
鏡
』
序
文
の
把
握
は
公
正
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
る
。
別
に
論

じ
た
よ
う
に
、
『
増
鏡
』
は
歴
史
物
語
の
系
譜
を
延
長
す
る
意
図
よ
り
も
自
身
の
統

一
性
の
方
を
は
る
か
に
優
先
し
て
成
立
し
た
作
晶
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
既
存
の
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

史
物
語
諸
作
晶
の
系
列
を
再
編
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
量
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
『
増
鏡
』
が
未
成
立
の
時
点
に
は
『
大
鏡
』
の
後
継
者
を
自
認
す
る
数
多

く
の
類
書
が
著
作
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
取
り
扱
う
年
代
は
し
ば
し
ば
重
複
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
今
鏡
』
と
『
増
鏡
』
と
の
間
隙
を

補
填
す
る
役
割
を
果
た
す
散
侠
『
弥
世
継
』
が
、
『
増
鏡
』
序
文
に
あ
る
と
お
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

実
態
を
有
し
て
い
た
と
い
う
保
障
は
な
い
。
こ
れ
を
除
い
た
場
合
、
『
今
鏡
』
の
後

に
歴
史
物
語
空
白
期
間
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
仮
に
『
弥
世
継
』
が
他
の
歴
史
物

語
に
匹
敵
す
る
規
模
の
充
実
し
た
作
晶
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
『
今
鏡
』
か
『
増
鏡
』

と
対
象
年
代
を
重
複
さ
せ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
な
る
。
『
増
鏡
』
に
記
さ
れ
る
よ

う
に
各
作
晶
が
整
然
と
間
断
な
く
配
列
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
『
本
朝
書

籍
目
録
』
「
仮
名
」
の
項
に
載
る
『
続
代
系
記
』
が
散
侠
し
た
歴
史
物
語
で
あ
れ
ば
、

い
ず
れ
か
の
作
晶
と
重
複
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
同
じ
目
録
で
『
水
鏡
』
と
『
今

鏡
』
の
間
に
見
え
る
『
唐
鏡
』
は
、
収
載
箇
所
か
ら
判
断
し
て
歴
史
物
語
作
晶
群
に

属
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
こ
れ
は
異
国
の
歴
史
を
扱
い
、
継
承
性
と

は
ま
っ
た
く
か
か
わ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
物
語
や
そ
れ
と
同
質
の
作
晶
が
錯

綜
す
る
状
況
に
あ
っ
て
、
『
増
鏡
』
は
独
自
の
秩
序
を
も
っ
て
そ
れ
ら
の
系
列
化
を

試
み
た
こ
と
に
な
る
。
即
ち
『
水
鏡
』
か
ら
『
大
鏡
』
『
今
鏡
』
へ
と
続
く
時
間
的

連
鎖
を
強
調
し
て
そ
の
中
に
自
ら
を
投
入
し
、
定
位
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

『
今
鏡
』
の
後
を
承
け
て
通
史
を
持
続
さ
せ
て
い
た
『
六
代
勝
事
記
』
と
『
五
代
帝

王
物
語
』
が
隠
蔽
さ
れ
、
『
弥
世
継
』
を
介
入
さ
せ
て
、
『
増
鏡
』
が
『
今
鏡
』
の
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

列
に
参
入
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
点
で
、
鏡
物
の
継
続
的
著
作
に
よ
る
通
史

の
完
成
が
、
歴
史
物
語
的
作
晶
群
の
存
在
意
義
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
状
況
が
、
『
弥
増
鏡
』
（
散
侠
）
著
作
の
要
因
を
提
供
し
、
『
続
増

（
1
5
）

鏡
』
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
も
示
唆
さ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
も

『
増
鏡
』
が
存
在
せ
ず
、
歴
史
物
語
作
晶
群
が
日
本
通
史
と
し
て
時
間
的
に
再
編
成

さ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
果
し
て
『
池
の
藻
屑
』
や
『
月
の
行
方
』
を
補
作
し
よ

う
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
両
書
は
『
増
鏡
』
序
文
の
主
張
に
依
拠

し
て
成
立
し
た
も
の
で
、
こ
の
点
で
は
『
増
鏡
』
の
忠
実
な
後
継
者
と
言
え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
『
増
鏡
』
序
文
と
符
合
す
る
芳
賀
矢
一
歯
沼
沢
龍
雄
ら
の
所
説
は
、

歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
（
上
）

（
福
田
）
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歴
史
物
語
の
範
囲
を
十
分
に
吟
味
し
た
結
果
と
い
う
よ
り
も
、
『
増
鏡
』
の
主
張
を

安
易
に
踏
襲
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
う
す
る
と
、
『
増
鏡
』
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
な
い
段
階
の
歴
史
物
語
諸
作
晶

の
位
置
付
け
が
改
め
て
問
題
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
『
増
鏡
』
以
後
の
成
立
で
あ
っ

て
も
『
増
鏡
』
の
歴
史
物
語
観
に
束
縛
さ
れ
な
い
作
晶
は
考
察
の
対
象
に
な
り
得
る

が
、
『
月
の
行
方
』
や
『
池
の
藻
屑
』
の
よ
う
に
『
増
鏡
』
が
築
い
た
新
秩
序
に
基

づ
い
て
形
成
さ
れ
た
作
晶
は
除
外
し
て
よ
い
。
『
弥
世
継
』
『
続
代
系
記
』
な
ど
の
散

侠
し
た
作
晶
も
実
態
を
推
測
す
る
資
料
を
欠
く
た
め
、
慮
外
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま

た
、
戦
闘
の
描
写
に
主
眼
が
あ
る
軍
記
物
、
評
論
や
批
判
を
旨
と
し
、
明
確
な
政
治

目
的
が
看
取
で
き
る
史
論
書
な
ど
、
性
格
の
は
っ
き
り
し
た
も
の
も
一
応
は
対
象
外

と
す
る
。
そ
の
中
に
も
通
史
的
歴
史
叙
述
は
含
ま
れ
る
が
、
主
眼
は
別
の
と
こ
ろ
に

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
軍
記
物
や
史
論
の
中
の
通
史
的
部
分
は
、
戦
闘
発

生
の
条
件
と
し
て
機
能
し
た
り
、
自
己
の
主
張
の
根
拠
と
な
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ

自
体
は
自
立
せ
ず
に
戦
記
や
評
論
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
と
理
解
で
き
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
軍
記
で
も
史
論
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
戦
場
描
写
や
歴
史
批
判
に

紙
幅
が
費
や
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
自
本
に
作
晶
著
作
の
目
的
が
認
め
ら
れ
な
い
場

合
に
は
、
歴
史
物
語
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
、
『
増
鏡
』
の
主
張
に
囚
わ
れ
な
い
で
、
歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
を
再

検
討
し
て
み
た
い
。

二

　
こ
こ
で
、
中
心
的
に
扱
わ
れ
る
八
作
晶
以
外
の
歴
史
物
語
的
作
晶
、
通
常
は
境
界

領
域
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
諸
作
を
一
覧
し
て
お
き
た
い
（
前
節
の
考
察
と
一
部

重
複
す
る
）
。

　
『
六
代
勝
事
記
』
と
『
五
代
帝
王
物
語
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
高
倉
帝
か
ら
後
堀
河
帝

ま
で
、
後
堀
河
帝
か
ら
亀
山
帝
ま
で
め
時
代
を
対
象
と
す
る
作
晶
で
あ
る
。
仮
名
文

に
よ
る
通
史
的
歴
史
叙
述
で
あ
る
点
で
、
歴
史
物
語
の
主
要
八
作
晶
に
類
同
す
る
。

ま
た
、
両
書
は
、
天
皇
の
治
世
に
お
い
て
『
今
鏡
』
に
直
続
し
、
継
承
性
の
面
に
お

い
て
も
歴
史
物
語
の
系
譜
に
入
る
。
繰
り
返
す
が
、
『
増
鏡
』
成
立
以
前
に
は
「
『
今

鏡
』
↓
『
弥
世
継
』
↓
『
増
鏡
』
」
と
連
な
る
系
流
は
未
だ
存
在
せ
ず
、
仮
名
文
の

日
本
通
史
は
「
『
今
鏡
』
↓
『
六
代
勝
事
記
』
↓
『
五
代
帝
王
物
語
』
」
の
よ
う
に
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

成
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
『
六
代
勝
事
記
』
は
和
漢
混
清
文
体
を
と

り
、
戦
闘
描
写
に
詳
し
く
、
軍
記
物
と
区
別
が
付
け
難
い
面
を
も
つ
が
、
『
五
代
帝

王
物
語
』
の
方
は
歴
史
物
語
で
は
な
い
と
い
う
根
拠
を
見
い
だ
す
の
が
相
当
に
困
難

で
あ
る
点
で
両
書
は
相
違
す
る
。

　
『
唐
鏡
』
は
、
聞
き
手
の
要
求
に
応
じ
て
語
り
手
が
中
国
史
を
語
り
伝
え
る
と
い

う
設
定
で
、
鏡
物
と
同
様
の
序
文
を
も
つ
。
当
然
な
が
ら
日
本
通
史
の
完
成
に
貢
献

し
な
い
し
、
文
章
は
漢
文
訓
読
調
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
は
鏡
物
形
式
で

歴
史
を
叙
述
す
る
点
な
ど
『
大
鏡
』
以
下
と
区
別
す
る
要
素
は
な
い
。
そ
の
た
め
、

「
秋
津
島
物
語
が
あ
り
大
鏡
、
今
鏡
、
．
弥
世
継
、
水
鏡
が
出
て
、
神
代
か
ら
安
徳
帝

頃
ま
で
の
歴
史
物
語
は
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
支
那
の
歴
史
を
物
語
風
に
記

　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

し
た
も
の
で
あ
る
」
「
要
す
る
に
こ
の
書
は
三
鏡
の
後
を
追
ひ
、
そ
の
表
現
形
式
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

借
つ
て
、
支
那
の
歴
史
を
物
語
ら
う
と
し
た
も
の
」
と
、
昭
和
初
期
に
は
歴
史
物
語

の
一
種
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
で
は
例
外
な
く
説
話
文
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

に
分
類
さ
れ
て
歴
史
物
語
と
の
関
係
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
し
か
に
『
唐

鏡
』
は
説
話
文
学
と
共
通
す
る
性
格
が
顕
著
で
、
同
時
期
に
翻
訳
説
話
集
が
頻
出
し

た
事
情
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
歴
史
物
語
の
系
譜
と
無
縁
に
は
決
し
て
成
立
で
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き
な
か
っ
た
作
晶
で
あ
る
。
『
大
鏡
』
『
今
鏡
』
『
水
鏡
』
な
ど
に
も
説
話
文
学
的
性

格
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
と
同
列
に
『
唐
鏡
』
も
扱
わ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
梅
松
論
』
は
、
鏡
物
の
体
裁
が
作
晶
世
界
を
強
く
規
制
し
て
い
て
、
こ
の
面
で

は
最
も
『
大
鏡
』
に
近
い
が
、
文
体
⑧
思
想
な
ど
軍
記
物
と
区
別
で
き
な
い
点
も
多

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
太
平
記
』
と
の
関
係
か
ら
軍
記
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
が
多

　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

い
が
、
一
方
で
は
歴
史
物
語
と
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
「
軍
記
物
語
と

　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

鏡
物
と
が
合
し
た
」
も
の
と
見
な
し
て
お
く
ほ
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
『
唐
鏡
』
と
同
様
に
、
歴
史
物
語
の
系
譜
と
の
関
係
が
改
め
て
注
目
さ

れ
る
。
さ
ら
に
、
『
梅
松
論
』
の
影
響
下
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
『
源
威
集
』
も
看
過

で
き
な
い
。

　
『
保
暦
間
記
』
は
、
鏡
物
の
形
式
を
と
ら
な
い
が
、
広
く
保
元
か
ら
暦
応
の
約
二

百
年
間
を
仮
名
文
で
叙
述
し
た
も
の
で
、
『
六
代
勝
事
記
』
な
ど
と
同
様
の
歴
史
叙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

述
で
あ
る
。
こ
れ
を
歴
史
物
語
と
見
な
す
立
場
も
あ
る
が
、
他
の
作
晶
と
の
問
に
継

承
関
係
な
ど
は
見
い
だ
せ
な
い
。

　
こ
の
ほ
か
、
作
晶
全
体
と
し
て
見
る
と
明
ら
か
に
軍
記
物
で
あ
る
と
は
い
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雅
）

『
保
元
物
語
』
に
は
歴
史
物
語
的
一
面
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
以
外

の
軍
記
物
諸
作
晶
、
『
愚
管
抄
』
『
神
皇
正
統
記
』
な
ど
の
史
論
書
も
、
周
縁
に
位
置

す
る
作
晶
群
と
し
て
、
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
漢
文
体
で
も
『
吾
妻
鏡
』

な
ど
に
歴
史
物
語
と
相
通
じ
る
一
面
が
あ
る
。
『
豊
鑑
』
『
松
蔭
日
記
』
な
ど
も
近
世

の
著
作
と
は
い
え
、
『
増
鏡
』
の
影
響
が
そ
れ
ほ
ど
強
い
わ
け
で
は
な
く
、
歴
史
物

語
史
に
独
自
の
地
位
を
築
き
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
仮
名
に
よ
る
歴
史
叙

述
は
多
様
化
し
、
特
に
中
世
に
お
い
て
は
歴
史
物
語
と
呼
ば
れ
る
一
群
と
ほ
と
ん
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

区
別
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
物
語
と
は
見
な
せ
な
い
に
し
て
も
、
類
縁
関
係
を

も
つ
作
晶
が
増
加
す
る
傾
向
が
た
し
か
に
看
取
で
き
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
対
象

と
す
る
治
世
に
お
い
て
歴
史
物
語
の
系
譜
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
『
六
代
勝
事
記
』

『
五
代
帝
王
物
語
』
、
鏡
物
形
式
を
堅
持
す
る
『
唐
鏡
』
『
梅
松
論
』
の
四
作
晶
に
つ

い
て
は
、
歴
史
物
語
の
範
囲
を
画
定
す
る
上
で
も
、
歴
史
物
語
史
を
構
築
す
る
上
で

も
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
以
上
の
諸
作
晶
に
関
し
て
、
物
語
文
体
を
採
用
し
な
い
点
を
も
っ
て
、
歴

史
物
語
か
ら
排
除
す
る
見
解
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
方
針
に
従

え
ば
『
秋
津
島
物
語
』
や
『
水
鏡
』
に
対
し
て
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
。
『
大
鏡
』
の
文
体
に
つ
い
て
も
問
題
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も

そ
も
、
こ
れ
ら
の
作
晶
の
場
合
、
文
体
は
素
材
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
決
定
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
。
主
要
八
作
晶
に
お
い
て
も
、
女
流
日
記
箇
歌
集
⑧
説
話
壌
漢
籍
な
ど
が
適

宜
素
材
と
な
り
、
そ
の
痕
跡
を
文
体
上
に
色
濃
く
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
素
材
の

面
か
ら
は
説
話
集
や
軍
記
物
と
区
別
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ

う
な
材
料
を
採
用
す
る
か
と
い
う
執
筆
姿
勢
を
問
題
に
す
る
場
合
の
ほ
か
に
は
、
文

体
は
歴
史
物
語
の
範
囲
究
明
に
ほ
と
ん
ど
寄
与
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三

　
さ
て
、
物
語
文
学
⑧
日
記
文
学
⑱
軍
記
物
⑧
説
語
文
学
な
ど
、
近
接
す
る
ジ
ャ
ン

ル
の
作
晶
群
と
比
べ
て
、
歴
史
物
語
は
続
編
を
生
じ
や
す
い
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。

『
栄
花
物
語
』
に
は
続
編
十
巻
が
次
々
に
追
加
さ
れ
、
『
大
鏡
』
の
続
編
と
し
て
『
今

鏡
』
が
補
乍
さ
れ
て
い
る
。
鏡
物
諸
作
晶
が
一
体
と
な
っ
て
日
本
通
史
を
形
成
す
る

の
も
続
編
を
補
充
す
る
営
み
に
異
な
ら
な
い
。
続
編
を
連
ね
て
複
数
の
作
晶
を
一
貫

し
て
享
受
で
き
る
点
に
歴
史
物
語
の
大
き
な
特
色
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
『
増
鏡
』

歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
（
上
）

（
福
田
）



歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
（
上
）
（
福
田
）
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作
者
が
五
作
晶
だ
け
を
特
記
し
、
芳
賀
矢
一
が
七
作
晶
を
選
び
、
沼
沢
龍
雄
が
八
作

晶
を
認
定
し
た
根
拠
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
特
徴
自
体
は
、
歴
史
物
語
の
範
囲
を
実
質
的
に
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

続
編
の
補
作
を
促
す
要
因
が
歴
史
物
語
の
通
性
に
か
か
わ
っ
て
い
る
可
能
性
は
高
く
、

注
目
に
値
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
『
大
鏡
』
を
受
け
継
ぐ
『
今
鏡
』
は
古
く
は
「
新
世
継
」
（
畠
山
本
）
「
続
世
継
」

（
蓬
左
文
庫
本
な
ど
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
本
文
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
「
今
鏡
」

ま
た
は
「
小
鏡
」
と
名
付
け
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
語
り
手
の
設
定
を
見
て
も
明
ら

か
に
『
大
鏡
』
の
続
編
と
し
て
「
鏡
」
の
つ
く
呼
称
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
『
今
鏡
』
は
「
世
継
」
の
一
種
と
認
識
さ
れ
る
名
称
で
呼
ば
れ
て
い

た
。
こ
れ
を
も
っ
て
『
今
鏡
』
が
『
世
継
』
す
な
わ
ち
『
栄
花
物
語
』
の
続
編
と
見

な
さ
れ
て
い
た
と
通
常
は
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
両
書
の
内
実
は
そ
の
理
解
に
反
す

る
。
『
栄
花
物
語
』
と
『
大
鏡
』
が
同
等
に
「
世
継
」
「
世
継
（
の
）
物
語
」
な
ど
と

別
称
さ
れ
て
い
た
事
実
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
む
し
ろ
三
書
が
「
世
継
」
と
し
て
同

類
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
正
編
続

編
の
関
係
で
強
固
に
連
携
す
る
『
大
鏡
』
と
『
今
鏡
』
に
加
え
て
、
『
栄
花
物
語
』

も
同
類
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
対
象
年
代
で
孤
立
す
る
『
栄
花
物
語
』
を
鏡
物
の
系

列
と
一
括
す
る
に
は
、
「
世
継
」
と
い
う
性
格
に
よ
る
し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
歴
史
物
語
の
先
行
三
作
品
と
深
く
か
か
わ
る
「
世
継
」
と
は
何
を
意

味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
早
く
、
伴
信
友
が
『
比
古
婆
衣
』
に
お
い
て
こ
の
語
に
注
目
し
て
い
る
。

　
　
世
継
と
は
も
と
御
世
々
々
の
事
を
継
々
に
語
る
う
へ
の
詞
な
る
を
其
を
書
し
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
せ
る
書
ど
も
の
な
べ
て
の
名
に
も
い
へ
り

　
「
世
継
」
の
語
構
成
と
、
用
例
が
書
名
に
集
中
す
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
た
、
穏
当

な
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
を
承
け
て
、
次
の
よ
う
に
「
世
継
」
は
「
歴
史
」
と
同
義
に

理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
世
継
と
い
ふ
の
は
世
の
次
々
即
ち
世
々
の
跡
と
い
ふ
程
の
意
味
で
、
私
共
が
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
史
と
い
つ
て
ゐ
る
の
と
大
よ
そ
同
じ
程
の
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る

　
　
「
世
継
」
と
は
、
歴
史
を
意
味
す
る
。
（
中
略
）
私
撰
の
、
し
か
も
仮
名
（
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
文
）
で
記
さ
れ
た
も
の
が
『
世
継
』
で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
に
従
え
ば
、
歴
史
物
語
は
即
ち
「
世
継
物
語
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
歴
史
物
語
は
い
ち
お
う
『
世
継
物
語
』
を
よ
ぶ
近
代
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
考
え
て

　
　
（
3
0
）

よ
い
」
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
　
「
世
継
」
は
「
歴
史
」
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
な
い
。
「
世
」
は
単

な
る
時
間
を
表
わ
す
の
で
は
な
く
、
「
世
代
」
の
「
世
」
、
特
に
天
皇
の
御
世
、
治
世

に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
の
「
世
」
は

ほ
と
ん
ど
が
治
世
に
結
び
付
く
。
そ
し
て
「
世
継
」
と
は
そ
の
「
世
」
を
継
承
す
る

意
、
治
世
を
次
々
に
受
け
継
ぐ
意
に
解
釈
で
き
る
。
そ
の
点
、
西
尾
陽
太
郎
の

　
　
そ
の
世
継
と
い
う
称
呼
も
、
単
な
る
世
代
の
継
承
の
意
味
と
い
う
よ
り
、
や
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
り
各
代
天
皇
紀
と
い
う
意
味
を
も
こ
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
推
測
を
支
持
し
た
い
。
「
世
継
ぎ
の
物
語
と
い
ふ
の
は
、
歴
史
の
書
と
い
ふ

意
味
で
あ
る
」
と
言
う
折
口
信
夫
も
そ
の
根
拠
と
し
て
「
世
継
ぎ
と
い
ふ
の
は
系
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

で
、
系
図
の
順
序
を
追
う
た
も
の
が
歴
史
の
書
で
あ
つ
た
」
と
述
べ
る
。
菅
野
雅
雄

に
よ
る
と
、
「
世
継
」
と
は
「
天
皇
の
御
聖
代
を
寿
ぐ
意
で
あ
り
、
同
時
に
、
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

の
根
幹
1
1
系
図
の
意
で
も
あ
つ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
結
局
、
「
世
継
」
と
は
天
皇
家
の
系
図
で
あ
り
、
そ
の
「
世
継
」
を
基
幹
と
す
る

書
物
も
ま
た
「
世
継
」
と
呼
ば
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
推
定
は
、
「
世
継
」
三
書
が
天
皇
家
の
系
譜
⑧
系
図
を
基
幹
に
成
り
立
っ
て
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い
る
点
か
ら
傍
証
で
き
る
。
『
栄
花
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
前
半
の
記
録
的
部
分
を

「
編
年
日
誌
に
属
す
る
部
分
」
と
「
系
図
の
文
章
的
表
現
の
部
分
」
に
二
分
し
、
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幽
）

に
後
者
を
重
視
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
「
系
図
」
は
天
皇
の
系
図
と
そ
れ
と
交
錯

す
る
臣
下
の
系
図
で
あ
る
し
、
「
日
誌
」
は
「
天
皇
の
即
位
⑧
退
位
」
な
ど
と
そ
の

周
辺
の
権
臣
の
叙
位
⑧
任
官
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
天
皇
の
地
位
が
中

枢
に
あ
る
。
い
か
に
作
晶
全
体
を
御
堂
関
白
道
長
の
栄
華
が
覆
い
尽
く
す
と
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）

そ
の
栄
華
が
天
皇
と
の
姻
戚
関
係
に
基
づ
く
と
い
う
歴
史
観
を
固
守
す
る
限
り
は
、

天
皇
位
の
帰
趨
、
皇
位
継
承
過
程
が
作
晶
の
根
幹
を
形
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ

う
。　

『
大
鏡
』
の
歴
史
叙
述
は
歴
代
の
系
譜
か
ら
成
る
「
天
皇
本
紀
」
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
。
『
今
鏡
』
も
最
初
の
約
三
分
の
一
の
分
量
を
「
天
皇
本
紀
」
（
「
す
べ
ら
ぎ
」
）

に
費
や
す
。
そ
こ
に
叙
述
さ
れ
る
の
は
皇
位
継
承
史
そ
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
両

書
が
「
世
継
」
と
呼
ば
れ
る
一
因
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
世
継
」
を
皇
位

（
治
世
）
の
継
承
と
同
義
に
見
な
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
図
示
す
る

と
天
皇
家
の
系
図
に
な
る
。
「
世
継
」
と
は
皇
位
継
承
過
程
を
明
示
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
機
軸
と
す
る
歴
史
叙
述
（
あ
る
い
は
「
歴
史
の
物
語
」
）
な
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
『
大
鏡
』
が
皇
位
継
承
過
程
を
機
軸
に
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
別
に
論

　
　
　
　
　
　
（
舶
）

じ
た
こ
と
が
あ
る
。
『
水
鏡
』
や
『
増
鏡
』
に
も
同
様
の
性
格
が
あ
る
こ
と
に
も
か

　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

っ
て
論
及
し
た
。
『
秋
津
島
物
語
』
は
『
水
鏡
』
の
欠
を
補
う
も
の
と
言
わ
れ
、
神

武
天
皇
以
前
の
神
々
の
系
譜
を
皇
位
継
承
過
程
に
な
ぞ
ら
え
て
語
っ
た
も
の
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

一
面
を
認
め
て
よ
い
。

　
『
六
代
勝
事
記
』
と
『
五
代
帝
王
物
語
』
は
、
書
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

六
代
と
五
代
の
皇
位
の
変
遷
を
主
軸
に
し
て
い
る
し
、
両
者
が
一
体
と
な
っ
て
十
代

の
治
世
の
連
続
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
『
六
代
勝
事
記
』
で
は
後
鳥
羽
院

の
皇
統
に
強
い
関
心
が
払
わ
れ
、
『
五
代
帝
王
物
語
』
で
は
後
嵯
峨
院
に
至
る
皇
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

の
継
承
過
程
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
足
利
幕
府
に
主
眼
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
『
梅

松
論
』
も
天
皇
の
治
世
と
の
関
係
の
も
と
に
将
軍
の
歴
史
を
略
述
し
、
後
鳥
羽
院
以

降
の
歴
代
と
そ
れ
ぞ
れ
の
在
位
年
数
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
世
継
」
が
含
ま

れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
過
去
に
遡
っ
て
皇
位
継
承
過
程
を
丹
念
に
辿
っ

て
い
る
点
は
軽
視
で
き
な
い
。
『
唐
鏡
』
は
中
国
の
皇
帝
（
王
朝
）
の
継
承
史
（
変

遷
史
）
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
皇
位
継
承
史
（
「
世
継
」
）
を
含
む
点
で
、

歴
史
物
語
と
見
な
せ
る
諸
作
晶
は
統
括
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
作
晶

群
に
は
、
前
掲
の
主
要
八
作
晶
や
『
六
代
勝
事
記
』
『
五
代
帝
王
物
語
』
が
明
確
に

該
当
し
、
『
梅
松
論
』
『
唐
鏡
』
な
ど
も
そ
れ
に
加
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
性

質
は
一
部
の
軍
記
物
や
史
論
書
に
も
あ
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
が
、
歴
史
物
語
作
品

群
の
場
合
は
そ
れ
が
作
晶
形
成
の
根
基
と
な
っ
て
、
全
体
を
規
制
し
て
い
る
点
で
異

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
し
て
、
事
実
と
し
て
皇
統
が
永
続
し
て
い
る
た
め
に
、
各
作
晶
の
皇
統
譜
は
容

易
に
接
続
で
き
る
。
皇
位
継
承
過
程
を
基
底
に
潜
在
さ
せ
る
諸
作
晶
は
、
そ
の
基
底

の
部
分
で
連
結
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
塑
言
す
れ
ば
、
歴
史
物
語
は
「
世
継
」
を

核
と
す
る
こ
と
で
共
通
し
、
「
世
継
」
を
介
し
て
続
編
を
量
産
す
る
の
で
あ
る
。

注

（
1
）
　
伊
藤
敬
「
歴
史
物
語
と
史
論
」
（
中
世
文
学
会
編
『
中
世
文
学
研
究
の
三
十
年
」
昭

　
和
六
〇
年
一
〇
月
、
中
世
文
学
会
刊
。
後
に
同
著
『
増
鏡
考
説
－
流
布
本
考
1
」
　
〈

　
平
成
四
年
、
新
典
社
刊
V
に
再
録
）
。
山
下
宏
明
「
『
増
鏡
』
の
世
界
」
（
『
名
古
屋
大

　
学
文
学
部
研
究
論
集
（
文
学
）
」
第
二
三
号
、
昭
和
五
一
年
三
月
）
⑧
小
峯
和
明
「
中

歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
（
上
）
（
福
田
）
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（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
u
）

　
　
　
歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
（
上
）
（
福
田
）

世
の
歴
史
叙
述
研
究
の
軌
跡
と
展
望
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
四
巻
第
三
号
、

平
成
元
年
三
月
）
な
ど
も
同
様
の
立
場
に
立
っ
。

　
芳
賀
矢
一
「
歴
史
物
語
」
（
『
芳
賀
矢
一
遺
著
』
昭
和
三
年
、
冨
山
房
刊
）
　
一
二
一

頁
。　

益
田
宗
「
歴
史
物
語
　
暗
中
模
索
的
素
描
1
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
二

八
巻
第
一
号
、
昭
和
三
八
年
一
月
）
。

　
沼
沢
龍
雄
「
歴
史
物
語
の
研
究
」
（
『
日
本
文
学
講
座
』
第
三
巻
、
昭
和
九
年
、
改

造
社
刊
）
な
ど
参
照
。
な
お
、
昭
和
五
四
年
刊
の
松
村
博
司
著
『
歴
史
物
語
　
改
訂

版
』
（
塙
書
房
）
な
ど
で
も
こ
の
八
作
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
松
村
博
司
著
前
掲
書
（
4
）
六
∫
一
〇
頁
参
照
。

　
岡
一
男
「
歴
史
物
語
（
第
一
稿
）
（
『
日
本
文
学
講
座
』
第
二
巻
、
昭
和
二
五
年
、

河
出
書
房
刊
。
同
著
『
古
典
迫
蓬
－
文
芸
学
試
論
　
　
』
　
〈
昭
和
四
六
年
、
笠
間
書

院
刊
〉
に
再
録
）
。

　
加
納
重
文
「
歴
史
物
語
の
性
格
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
四
巻
第
三
号
、

平
成
元
年
三
月
。
同
著
『
歴
史
物
語
の
思
想
』
　
〈
平
成
四
年
、
京
都
女
子
大
学
刊
V

に
再
録
）
。

　
岡
一
男
「
歴
史
物
語
（
第
二
稿
）
」
（
『
日
本
文
学
講
座
』
4
「
中
古
■
」
昭
和
四
三

年
、
三
省
堂
刊
。
同
著
前
掲
書
〈
6
〉
に
再
録
）
。

　
石
川
徹
「
歴
史
物
語
の
発
展
と
そ
の
史
的
地
位
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
一

五
巻
第
五
号
、
昭
和
二
五
年
五
月
。
同
著
『
平
安
時
代
物
語
文
学
論
」
　
〈
昭
和
五
四

年
、
笠
間
書
院
刊
〉
に
再
録
）
。

　
（
3
）
に
同
じ
。

　
『
増
鏡
』
の
引
用
は
、
時
枝
誠
記
⑧
木
藤
才
蔵
校
注
「
増
鏡
」
（
『
神
皇
正
統
記

増
鏡
」
日
本
古
典
文
学
大
系
8
7
、
昭
和
四
〇
年
、
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
る
。

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

　
拙
稿
「
歴
史
物
語
の
系
譜
と
『
増
鏡
」
　
　
継
承
性
と
自
律
性
の
観
点
か
ら
1
」

（
『
島
大
国
文
』
第
二
〇
号
、
平
成
三
年
二
一
月
）
参
照
。

　
『
亦
世
継
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
今
鏡
』
に
描
か
れ
る
藤
原
道
長
の
栄

華
残
映
と
し
て
の
『
大
鏡
』
－
」
（
『
島
大
国
文
」
第
一
八
号
、
平
成
元
年
一
一

月
）
及
び
一
－
j
昌
出
稿
（
1
2
）
参
照
。

　
（
1
2
）
に
同
じ
。

　
和
田
英
松
「
増
鏡
の
研
究
」
（
『
日
本
文
学
講
座
』
第
三
巻
、
昭
和
九
年
、
改
造
社

刊
。
同
著
『
重
修
増
鏡
詳
解
」
附
録
〈
昭
和
一
〇
年
、
明
治
書
院
刊
〉
⑤
同
著
『
国

史
説
苑
』
　
〈
昭
和
一
四
年
、
有
精
堂
刊
V
に
再
録
）
な
ど
参
照
。

　
（
1
2
）
に
同
じ
。

　
山
岸
徳
平
「
日
本
文
学
書
目
解
説
（
三
）
鎌
倉
時
代
（
下
）
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
文

学
』
昭
和
七
年
、
岩
波
書
店
刊
）
。

　
吉
沢
義
則
著
『
鎌
倉
文
学
史
」
（
昭
和
一
五
年
、
東
京
堂
刊
）
一
五
三
頁
。

　
池
田
利
夫
「
唐
鏡
」
（
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
二
巻
、
昭
和
五
九
年
、
岩
波

書
店
刊
）
、
木
下
資
一
「
唐
鏡
」
（
大
曾
根
章
介
他
編
『
説
話
文
学
』
研
究
資
料
日
本

古
典
文
学
第
三
巻
、
昭
和
五
九
年
、
明
治
書
院
刊
）
、
高
橋
貢
「
唐
鏡
」
（
志
村
有
弘

也
編
『
説
話
文
学
史
－
説
話
文
学
小
辞
典
1
』
昭
和
六
二
年
、
明
治
書
院
刊
）
、
小
島

孝
之
「
唐
鏡
」
（
三
木
紀
人
編
『
今
昔
物
語
集
宇
治
拾
遺
物
語
必
携
』
別
冊
国
文
学
第

三
三
号
、
昭
和
六
三
年
一
月
）
な
ど
。

　
坂
本
太
郎
「
梅
松
論
」
（
同
著
『
日
本
の
修
史
と
史
学
』
昭
和
三
三
年
、
至
文
堂
刊
。

同
著
『
修
史
と
史
学
』
　
〈
坂
本
太
郎
著
作
集
第
五
巻
、
平
成
元
年
、
吉
川
弘
文
館

刊
〉
に
再
録
）
、
加
美
宏
「
梅
松
論
解
説
」
（
同
他
校
注
『
梅
松
論
』
新
撰
日
本
古
典

文
庫
、
昭
和
五
〇
年
、
現
代
思
潮
社
刊
）
な
ど
。

　
長
谷
川
端
「
梅
松
論
」
（
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
五
巻
、
昭
和
五
九
年
、
岩
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（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

波
書
店
刊
）
、
和
田
英
道
「
『
梅
松
論
』
　
南
北
朝
内
乱
を
描
い
た
文
芸
」
（
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
」
第
五
四
巻
第
三
号
、
平
成
元
年
三
月
）
な
ど
。

　
坂
井
衡
平
著
『
新
撰
国
文
学
通
史
　
中
巻
』
（
大
正
一
五
年
、
三
星
社
刊
）
三
〇
一

頁
。
安
井
久
善
「
歴
史
物
語
」
（
有
吉
保
編
『
中
世
日
本
文
学
史
』
昭
和
五
三
年
、
有

斐
閣
刊
）
、
益
田
宗
「
梅
松
論
」
（
『
国
史
大
辞
典
』
第
一
一
巻
、
平
成
二
年
、
吉
川
弘

文
館
刊
）
な
ど
も
軍
記
物
と
歴
史
物
語
の
両
要
素
を
均
等
に
認
め
て
い
る
。

　
伊
藤
敬
前
掲
論
文
（
1
）
。

　
山
下
宏
明
「
い
ま
一
つ
の
歴
史
物
語
」
（
『
陽
明
叢
書
国
書
篇
月
報
』
四
、
昭
和
五

〇
年
二
一
月
）
。

　
（
1
）
に
同
じ
。

　
『
日
本
紀
私
抄
』
に
は
「
続
代
継
」
と
あ
る
。

　
伴
言
友
著
『
増
訂
比
古
婆
衣
中
」
（
古
典
文
庫
、
昭
和
五
八
年
、
現
代
思
潮
社
刊
）

二
一
一
頁
。

　
岩
橋
ハ
弥
太
「
世
継
考
」
（
同
著
『
上
代
史
籍
の
研
究
　
第
二
集
」
昭
和
三
三
年
、

吉
川
弘
文
館
刊
）
三
二
九
頁
。

　
橘
健
二
「
世
継
の
系
譜
」
（
山
岸
徳
平
他
編
『
堤
中
檀
言
物
語
⑤
大
鏡
』
日
本
古
典

鑑
賞
講
座
第
十
巻
、
昭
和
三
四
年
、
角
川
書
店
刊
）
。

　
（
8
）
に
同
じ
。

　
西
尾
陽
太
郎
「
平
安
時
代
後
期
の
歴
史
思
想
－
世
継
⑧
鏡
類
と
愚
管
抄
1
」

（
『
日
本
に
お
け
る
歴
史
思
想
の
展
開
」
昭
和
三
六
年
、
東
北
出
版
刊
。
昭
和
四
〇
年
、

吉
川
弘
文
館
刊
）
。

　
折
口
信
夫
『
日
本
文
学
啓
蒙
」
（
昭
和
二
五
年
、
朝
日
新
聞
社
刊
）
全
集
第
十
二
巻

二
五
五
頁
。

　
菅
野
雅
雄
「
大
鏡
の
構
想
に
み
る
伝
承
的
要
素
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
第
六
五
巻
第

歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
（
上
）
（
福
田
）

（
3
4
）

（
3
5
）

（
3
6
）

（
3
7
）

（
3
8
）

（
3
9
）

（
4
0
）

五
号
、
昭
和
三
九
年
五
月
。
同
著
『
古
事
記
説
話
の
研
究
』
　
〈
昭
和
四
八
年
、
桜
楓

社
刊
〉
に
再
録
）
。

　
時
枝
誠
記
「
栄
花
物
語
を
読
む
1
そ
の
文
面
か
ら
系
図
を
読
み
と
る
た
め
の
国
語

学
的
方
法
1
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
四
一
巻
第
一
〇
号
、
昭
和
三
九
年
一
〇
月
。

河
北
騰
編
『
大
鏡
⑧
栄
花
物
語
」
　
〈
日
本
文
学
研
究
大
成
、
昭
和
六
三
年
、
国
書
刊

行
会
刊
〉
に
再
録
）
。

　
出
稿
「
『
大
鏡
』
の
編
年
史
的
側
面
1
『
栄
花
物
語
』
の
克
服
と
追
認
1
」
（
『
島

根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
二
巻
第
二
号
、
人
文
⑤
社
会
科
学
編
、
昭
和
六
三
年

一
二
月
）
、
篠
原
昭
二
「
『
栄
花
物
語
』
『
大
鏡
」
の
歴
史
観
－
皇
位
と
権
勢
－
」

（
『
人
文
科
学
科
紀
要
』
　
〈
東
京
大
学
教
養
学
部
V
第
九
一
輯
、
平
成
二
年
三
月
。
同

著
『
源
氏
物
語
の
論
理
』
　
〈
平
成
四
年
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
V
に
再
録
）
な
ど
参

照
。　

拙
稿
「
『
大
鏡
』
の
構
想
と
皇
位
継
承
過
程
－
「
正
統
」
の
確
定
と
顕
在
化
1
」

（
『
島
大
国
文
』
第
一
七
号
、
昭
和
六
三
年
一
一
月
）
な
ど
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
の
世
界
1
「
皇
位
継
承
」
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
日
本
文

芸
論
叢
』
第
二
号
、
昭
和
五
八
年
三
月
）
⑧
「
『
水
鏡
』
構
想
論
序
説
－
政
治
史
的

側
面
と
『
大
鏡
」
の
継
承
　
」
（
『
論
叢
』
　
〈
秋
田
短
期
大
学
〉
第
三
八
号
、
昭
和
六

一
年
一
一
月
）
な
ど
。

　
沼
沢
龍
雄
「
桂
宮
本
『
秋
津
島
物
語
』
」
（
『
松
井
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
」
昭
和
七

年
、
目
黒
書
店
刊
。
後
に
『
歴
史
物
語
皿
』
　
〈
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
、
昭
和
四

八
年
、
有
精
堂
刊
〉
に
再
録
）
な
ど
。

　
拙
稿
「
『
秋
津
島
物
語
』
の
輸
郭
1
「
歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
」
補
説
1
」

（
『
国
語
教
育
論
叢
』
第
四
号
、
平
成
六
年
二
月
刊
行
予
定
）
参
照
。

　
弓
削
繁
「
『
五
代
帝
王
物
語
」
の
主
題
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
後
藤
重
郎
先
生
古
稀
記
念
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歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
（
上
）
（
福
田
）

国
語
国
文
学
論
集
』
平
成
三
年
、
和
泉
書
院
刊
）
参
照
◎




